
マイナンバーカードを作ろう！
　令和２年12月より、マイナンバーカードを取得していない75歳未満の方を対象にマイナンバーカー
ド申請書が順次発送されています。この機会にマイナンバーカードを申請しましょう。
申請方法
■自宅で申請
　送付された申請書のＱＲコードをスマートフォンなどで読み取り、必要事項を入力すると簡単に申請
することができます。または、申請書に証明写真（撮影後６カ月以内）を貼り、必要事項を記入して、
申請先に郵送しても申請することができます。
■役場で申請
ご本人が本人確認書類を持って、役場までお越しください。
※本人確認書類　顔写真付きの場合　１点＜例：運転免許証、パスポートなど＞
　　　　　　　　顔写真なしの場合　２点＜例：医療保険証、年金手帳など＞

注意事項
・マイナンバーカードは申請後、ご本人が必要書類を持って、役場に受け取りに来ていただく必要
があります。住所変更を予定されている方は、住所変更後に申請してください。

　※寝たきり等の理由によりご本人が受け取りに来られない場合は事前にご相談ください。
・役場でのマイナンバーカードの申請には、30分程度かかります。電話予約も受け付けております
ので、ご利用ください。

問合せ、予約先　町民生活課戸籍住民係　内線2111～2113
予約受付時間　平日９時～16時30分まで
※住民異動が多い時期は事前予約ができない場合がありますので、ご了承ください。

町立北宇和病院、各診療所（日吉・三島・愛治）は、令和３年４月から利用を開始する予定です。
※上記以外の医療機関の利用開始時期は、各医療機関にお問い合わせください。

問 町民生活課　保険年金係　内線2114 
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで、利用申込が必要です。
また、受診する医療機関や薬局がマイナンバーカード利用に対応している必要があります。

令和３年３月よりマイナンバーカードの健康保険証利用が始まります
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